
様
式
第
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
一
の
二
（
第
一
条
の
三
関
係
）

特
許
出
願
番
号表

題
部

枚数欄
表
示
番
号
欄

（
付
記
）

表
示

欄

１２

甲
区

３
表
示
番
号
欄

（
付
記
）

事
項

欄

４５６７８９1
0

表
題
部
及
び
甲
区

ペ
ー
ジ

様
式
第
七
の
備
考
６
中
「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
り
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
七
の
二
（
第
1
0条
関
係
）

特
許
法
第
7
4条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
特
許
権
移
転
登
録
申
請
書

（
円
）

特
許
庁
長
官

殿

１
特
許
番
号

２
登
録
の
目
的

収
入

印
紙

（
平
成

年
月

日
）

乙
区

順
位
番
号
欄

（
付
記
）

事
項

欄

乙
区

ペ
ー
ジ

平成™š年˜™月™Ÿ日 水曜日 (号外第™Ÿ›号)官 報

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
特
許
権
、
実
用
新
案
権
若
し
く
は
意
匠
権
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
専
用
実
施
権

に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
」
及
び
「
若
し
く
は
通
常
実
施
権
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
特
許
を
受
け
る
権

利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
特
許
権
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
仮
専
用
実
施
権
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
専
用
実
施
権
に

つ
い
て
の
仮
通
常
実
施
権
」、「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
及
び
「
若
し
く
は
仮
専
用
実
施
権
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き

専
用
実
施
権
」
を
削
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
特
許
権
、
実
用
新
案
権
若
し
く
は
意
匠
権
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
専
用
実
施
権

に
つ
い
て
の
通
常
実
施
権
」
を
削
り
、「
目
的
と
す
る
専
用
実
施
権
若
し
く
は
通
常
実
施
権
」
を
「
目
的
と
す
る
専
用

実
施
権
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
特
許
を
受
け
る
権
利
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
特
許
権
若
し
く
は
こ
れ

ら
の
仮
専
用
実
施
権
に
基
づ
い
て
取
得
す
べ
き
専
用
実
施
権
に
つ
い
て
の
仮
通
常
実
施
権
」
及
び
「
又
は
仮
通
常
実

施
権
」
を
削
る
。

第
五
十
九
条
の
三
第
三
号
中
「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
る
。

第
六
十
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
又
は
仮
通
常
実
施
権
」
を
削
る
。

３
申
請
人
（
登
録
権
利
者
）

住
所
（
居
所
）

氏
名
（
名
称
）

†

（
国
籍
）

４
申
請
人
（
登
録
権
利
者
）
代
理
人

住
所
（
居
所
）

氏
名
（
名
称
）

†

５
申
請
人
（
登
録
義
務
者
）

住
所
（
居
所
）

氏
名
（
名
称
）

†

６
申
請
人
（
登
録
義
務
者
）
代
理
人

住
所
（
居
所
）

氏
名
（
名
称
）

†

７
添
付
書
面
の
目
録

\
特
許
法
第
7
4条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
特
許
権
の
移
転
を
証
明
す
る
書
面
１
通

]
（

通
）
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